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告         示 

 

兵庫県告示第556号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

  平成24年４月27日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 保安林の所在場所 

  三田市下青野字地王堂885の５ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で   

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、阪神北県民局

阪神農林振興事務所及び三田市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第557号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項の規定により、次のとおり聴聞を行う旨中播磨県民

局長から報告があった。 

  平成24年４月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 日時 

平成24年５月７日（月）午後２時から午後３時まで 

(2) 場所 

姫路市北条１丁目98番地 兵庫県姫路総合庁舎 ５階501会議室 

兵庫県公報
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(3) 被聴聞者 

  商号又は名称  株式会社紀の国屋商事 

   代表者氏名  大 西 紀久雄 

   事務所所在地  姫路市飾磨区亀山42番地の１ 

   免 許 番 号  兵庫県知事(12)第5890号 

   免許年月日  平成24年４月18日 

２(1) 日時 

平成24年５月７日（月）午後３時から午後４時まで 

(2) 場所 

姫路市北条１丁目98番地 兵庫県姫路総合庁舎 ５階501会議室 

(3) 被聴聞者 

  商号又は名称  ブンショウ株式会社 

   代表者氏名  山 本 文 章 

   事務所所在地  姫路市東今宿三丁目９番19号 

   免 許 番 号  兵庫県知事(5)第450798号 

   免許年月日  平成23年８月20日 

 

兵庫県告示第558号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第２課において縦覧に供する。 

  平成24年４月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ23但八位置

0002号 
24.4.10 

朝来市和田山町枚田字カメナシ1672番１の一

部 
6.00 78.30 

 
 

公 告 

 

軽油引取税に係る免税軽油使用者証の無効公告 

次に掲げる免税軽油使用者証は、紛失の日から無効とする。 

  平成24年４月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

免税軽油使用者証 

業種 記号・番号 有効期限 使用者の住所 交付県民局 紛失年月日 

農業 A6219 平成25年12月18日 明石市 東播磨県民局 平成24年３月４日

同  上 B0639 同 年４月24日 稲美町 同  上  同 年２月20日

 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新

設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成24年４月27日 

           阪神南県民局長 藤 田 隆 司  
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１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 マックスバリュ尼崎金楽寺店 

    所在地 尼崎市金楽寺町一丁目１―１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 マックスバリュ西日本株式会社 

代表者の氏名 岩 本 隆 雄 

住所 姫路市三左衛門堀東の町121番地 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 マックスバリュ西日本株式会社 

代表者の氏名 岩 本 隆 雄 

住所 姫路市三左衛門堀東の町121番地 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成24年12月10日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  1,509平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (1) 駐車場の収容台数 

   60台 

  (2) 駐輪場の収容台数 

   131台 

 (3)  荷さばき施設の面積 

   32.0平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の容量 

  15.2立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業を行う者の名称 開店時刻 閉店時刻 

マックスバリュ西日本株式会社 24時間営業 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

24時間 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

24時間 

８ 届出年月日 

  平成24年４月９日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1)  縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神南県民局西宮土木事務所まちづくり建築課 

(2)  縦覧期間 

   平成24年４月27日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

 (1)  提出期限 

   平成24年８月27日 

  (2)  提出先 

   阪神南県民局西宮土木事務所まちづくり建築課 

   〒662-0854 西宮市櫨塚町２番28号  
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   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項及び第２項の規定により、次のとおり大規模小

売店舗の変更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成24年４月27日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 イオンタウン神河ショッピングセンター 

    所在地 神崎郡神河町粟賀町363ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 マックスバリュ西日本株式会社 

代表者の氏名 岩 本 隆 雄 

住所 姫路市三左衛門堀東の町121番地 

３ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

  名称 マックスバリュ西日本株式会社 

  代表者の氏名 藤 本   昭 

  住所 姫路市北条口四丁目４番地 

イ 変更後   

  名称 マックスバリュ西日本株式会社 

  代表者の氏名 岩 本 隆 雄 

  住所 姫路市三左衛門堀東の町121番地 

(2) 大規模小売店舗の名称 

ア 変更前 

  （仮称）マックスバリュ神河店 

イ 変更後   

  イオンタウン神河ショッピングセンター 

(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称               代表者の氏名    住所 

マックスバリュ西日本株式会社   藤 本   昭   姫路市北条口４―４ 

イ 変更後 

名称               代表者の氏名    住所 

マックスバリュ西日本株式会社   岩 本 隆 雄   姫路市三左衛門堀東の町121 

株式会社大創産業         矢 野 博 丈   広島県東広島市西条吉行東１―４―14 

株式会社庵治石材商事       池 田 義 夫   香川県坂出市西大浜南３―35―１ 

(4) 荷さばき施設の位置及び面積（位置の詳細については、縦覧に供する関係書類に示すとおり。） 

ア 変更前 

120平方メートル 

イ 変更後 

138平方メートル 

４ 変更年月日 

(1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成23年10月３日ほか 

(2) 大規模小売店舗の名称 

平成21年11月10日 
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(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成21年11月10日ほか 

(4) 荷さばき施設の位置及び面積 

平成24年12月７日 

５ 届出年月日 

  平成24年４月６日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民局姫路土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  平成24年４月27日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

平成24年８月27日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成24年４月27日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡播磨町北本荘二丁目826番、827番４の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古川市平岡町新在家２丁目275番地 

昭和インターナショナル株式会社 

代表取締役 湖 中 明 憲 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成23年11月24日 

  兵庫県指令東播（加土）（建）第１-12号（23播磨） 
 

県 議 会 公 告 

 

兵庫県議会情報公開条例の運用状況 

 兵庫県議会情報公開条例（平成12年兵庫県条例第45号）第34条の規定により、平成23年度における運用状況

を次のとおり公表する。 

  平成24年４月27日 

兵庫県議会議長 加 茂   忍  

１ 公文書公開及び異議申立ての状況 

（単位：件）  

公  文  書  の  公  開 

処  理  状  況 区   分 
請求件数 

公 開 部分公開 非公開 その他 

異 議 

申立て 

件 数 

件   数 148 75 73 0 0 0 

２ 情報提供の状況 

  提供件数 214件 

24企 P1-001 A4


